
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 

 

 

 

秋冷の候、保護者の皆様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。また、日頃より

本校の教育活動にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。 

朝夕の風に秋の深まりを感じる季節となりました。登校時、下校時に子供達を見守る際にも

涼気が感じられる日も増えてまいりました。 

８月２５日（金）に２新学期の始業式を挙行し、子供達の元気な声が学校に戻ってきまし

た。始業式は、オンラインで行い、私からは、夏休みの振り返りと、２学期の目標についてお

話しました。２学期の目標については、次のようなことについて確認しました。 

 

 

 

 

 

 

児童会役員の子供達からも全校児童に向けて、夏休みの振り返りと２学期の過ごし方につ

いての話がありました。役員の子供達の話は、内容や構成もよく考えられており、また、流れ

るような話し方で、メッセージを伝えることができました。 

熱中症対策につきましては、本校では、学校だより６月号においてお伝えしましたとおり、

昨今の気温変化や全国的な熱中症の発生状況等を踏まえると、児童の健康被害を防ぐために

は、それほど高くない気温（２５～３０℃）の時期から適切な措置を講ずることや、暑さ指数

（ＷＢＧＴ）等を活用して熱中症の危険性を適切に判断すること等が重要であることについ

てマニュアル化し、全教職員の共通認識のもと、熱中症事故の防止に取り組んでおります。（右

に藤戸台小学校で設定している熱中症対策ガイドラインを記載します。） 

しかし、９月中旬を過ぎた今も暑さの厳しい日もあり、また、運動会に向けての練習も本格

的に始まりますので、今後これまで以上に熱中症対策にしっかり取り組んでまいります。 

保護者の皆様には、２学期の学校教育活動に対しまして、ご理解・ご協力のほど、よろしく

お願い申し上げます。  

■ ■ ■ ■ ■   令和５年９月  学校長 堀 本 純 平 ■ ■ ■ ■ ■ 
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●●●熱中症対策を確実に実施し､充実した２学期に…●●● 

学 校 で の 熱 中 症 対 策 に つ い て 
 

  

① ともだちにやさしくする。（トゲトゲことばを「０」に、ポカポカことばをたく

さんに…いじめは絶対に許されない。） 

② 自分の体を大切にする。（熱中症に気をつけて、熱中症対策をしっかり。基本的

な感染症対策（手洗い・換気等）はこれまでどおり。） 

③ 整理整頓と清掃活動もしっかりとする。 

 

 
 
 
 

 
■■■ 学校教育活動における熱中症事故の防止のためのガイドライン ■■■ 
本校においては、学校だより６月号において共通理解したとおり、昨今の気温変化や熱中症

の発生状況等を踏まえると、児童の健康被害を防ぐためには、それほど高くない気温（２５～
３０℃）の時期から適切な措置を講ずることや、暑さ指数（ＷＢＧＴ）等を活用して熱中症の
危険性を適切に判断すること等が重要である。ここにガイドラインを定め、このことについ
て、教職員の共通認識のもと、熱中症事故の防止に確実に取り組む。 
１．熱中症事故を防止するための環境整備について 
○活動前に適切な水分補給を行うとともに、必要に応じて水分や塩分の補給ができる環境 
を整えること。 

○活動中や活動終了後に水分や塩分の補給を行うこと。 
○熱中症の疑いのある症状が見られた場合には、早期に水分・塩分補給、体温の冷却、病 
院への搬送等適切な処置を行うこと。 

○空調設備を有効活用し、普通教室、特別教室、体育館など場所により空調の整備状況に 
差があることも考えられることを踏まえ、活動する場所による空調設備の有無に合わせ 
て活動内容を設定すること。 

○学校におけるマスクの着用については、「学校における新型コロナウイルス感染症に関 
する衛生管理マニュアル」において、「学校教育活動においては児童生徒及び教職員に 
対して、マスクの着用を求めないことが基本」としていることから、熱中症対策の観点 
も踏まえ、適切な対応を行うこと。「学校教育活動等における熱中症事故の防止について」（文部科学省）より抜粋 

２．活動実施に関する判断について 
  熱中症を防止するため、判断基準と判断者を次のように定める。 
 ○熱中症の危険性を判断する基準としては、暑さ指数（ＷＢＧＴ（湿球黒球温度））を用 

いる。 
○暑さ指数については、環境省の「熱中症予防情報サイト」で、当地域の実況値・予測値 
を確認し、環境省・気象庁による熱中症警戒アラートの情報も確認する。 

○これらの情報を活用し、さらに、実施する活動場所においては、暑さ指数測定器により、  
指数を測定する。暑さ指数が３１を超える場合には、活動を中止する。授業者は、計測 
器を携帯し、活動中（授業中）においても暑さ指数を意識し、必要に応じて測定する。 
その結果、暑さ指数が３１を超える場合には、活動を中止する。 

 ○判断者については管理職、測定者は管理職及び授業者とする。 
○測定した数値は、活動ごとに、所定の「暑さ指数記入簿」に確実に記入する。 

３．児童への熱中症防止に関する指導について（次のことについて学級指導を行う。） 
 ○屋外において活動するときには、帽子を着用すること、薄着になること 
 ○運動するときには、こまめに水分を補給し休憩をとること 
 ○運動前に自分の体調を確認すること 
 ○体調不良を感じた場合にはためらうことなく教職員等に申し出ること 
 

 
～学校教育活動における熱中症事故の防止のためのガイドライン～ 

■■■■■ F u j i t o  L i n e ■■■■■ 

 

 


